
 

「成田国際空港店舗内千葉県ミニアンテナショップ」概要 

 

１ 事業概要 

  2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、外国人旅行者の増加が、 

ここ 3年間毎年、30％近く増加しており、今年度もこの勢いは続いております。本県 

としては、県内での消費を促進するため、外国人旅行者向けに、本県観光地の魅力を 

幅広く情報発信するとともに、本県産品をお土産として購入してもらえるよう、千葉 

県貿易協同組合が経営する空港第１ターミナルビルの店舗「千葉トレードセンター」 

と、空港第２ターミナルビルの店舗「ちばぼうきょう」の２店舗の一部を借り上げ 

ることで、アンテナショップ機能を成田空港に創出してまいります。 

 

２ 販売場所（予定） 

① 成田国際空港第１ターミナルビル４階「千葉トレードセンター」店舗内

（36 ㎡の店舗内の一部利用スペース）※別紙イメージ写真参照 

② 成田国際空港第２ターミナルビル４階「ちばぼうきょう」店舗内 

（22 ㎡の店舗内の一部利用スペース）※別紙イメージ写真参照 

   ※どちらの店舗で販売するかは、千葉県貿易協同組合に一任願います。 

 

３ 店舗名称 

① 成田国際空港第１ターミナルビル４階「千葉トレードセンター」 

  ② 成田国際空港第２ターミナルビル４階「ちばぼうきょう」 

   

４ 販売期間（予定） 

  平成 30 年 4 月 1 日（日）～平成 31 年 3 月 31 日（日）（※現在調整中） 

   ※商品の出品期間は、原則として当該商品の販売開始から 3 ケ月目の月末日までとします。  

 

５ 設置機能及び実施内容 

（１）物販コーナー 

 県内各地域の特産品の販売  

（２）イベントコーナー 

 市町村の提案を受けて調整します。 

（３）パンフレットコーナー 

 市町村の各種パンフレット等を商品ＰＲイベントの実施日に限らせて 

  設置させていただく予定です。 

 

 市町村の皆様への協力依頼内容（予定） 

  以下の内容につきまして、各市町村観光主管担当課長様（商工観光課扱い）あて、 

文書にて照会させていただく予定です。 

（１）物販コーナーで取り扱う商品に関する情報提供 

（２）店舗内一部利用による県産品と連携した観光ＰＲ 

（３）オープニングイベントへの出展による県産品と連携した観光ＰＲ 

 

参考 


